
（別 添 2）  

地域医療支援病院に係る紹介率の見直しについて  

1 従来の基準   

医療法第4条第1項第1号に規定する「他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、（中略）体制が  

整備されていること」とは、いわゆる紹介外来制を原則としていることを意味するものであり、具体的には、  

紹介患者の数 ＋ 救急患者の数  
紹介率  × 100  

初診患者の数（注1）   

により算定した数が80％を上回っていること（注2）を求める趣旨であることとされている（平成10年5月19日  
健政発第639号厚生省健康政策局長通知）   

（注1）「初診患者の数」 ＝ 初診患者の総数 一 休日又は夜間に受診した救急患者の数（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者の数を除く）   

（注2）紹介率が60％以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80％を達成することが見込まれる場合を含む。   

蔓 

1のほか、次の2要件のうちいずれかを満たしている場合にも、紹介外来制を原則としているこ．ととする。  

○ 紹介率が60％を超え、かつ、逆紹介率が30％を超えること。  

○ 紹介率が40％を超え、かつ、逆紹介率が60％を超えること。  

※ 逆紹介率について  

逆紹介患者の数  

×100  により算定する。  逆紹介率  

初診患者の数  

逆紹介患者は診療情報提供料を算定した患者とし、逆紹介患者の数は前年度の逆紹介患者の全数とする。  

－13－   



地域医療支援病院に係る指摘について  

意見の概要  

○ 承認要件に係る紹介率の考え方は、地域で実際に中核病院が地域医療支援病院になれないというぐらい厳しい   

ため、要件をクリアするために、「門前クリニック」を地方によっては作らないといけないという現実がある。  
よって、地域の状況に応じて、地域医療支援病院を作るべきではないか。  

○ 紹介率の計算が特定機能病院と地域医療支援病院、それに一般の健保法上の紹介率と3種類あるということが、   
非常に問題を複雑にしている。   

これにより、本来健保法上30％をクリアできないような紹介率が、救急患者が多いだけで一挙に地域医療支援   
病院になり、これによって紹介率が80％になって、入院基本料に対する加算が非常に大きくなるというようなモ   

ラルハザードを起こす可能性がある。そのために、いま門前診療所というのが増えてきたのではないか。  
よって、紹介率の整理についても、もう一度考えるべきではないか。  

○ 承認要件の緩和を行ったにもかかわらず、同時に紹介患者の数や救急患者の数をすべて初診患者のみを対象に   
するということを明確化したことから、逆に紹介率が減っているところがある。  

よって、紹介率の算定式について再度検討する必要があるのではないか。  

○ 救急などを担っている地域中核病院が地域支援病院になれないというのは、問題があるので、現在の要件以外   

のものがあってもいいのではないか。もともと地域支援病院の発生は、ちょっと違っていたと思う。それが今は   

地域の中核病院もそこに巻き込もうとしているところがあることから、この点の振分けをもう1回きちんとすべ   

きである。  
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○ 地域医療支援病院は、本来病診連携なり、地域の連携を目的として設置されるものであるが、医業経営上の動   
機から、地域支援病院となったところがあるのではないか。その点が問題である。   

よって、本来の地域支援病院としての役割を再度整理する必要があるのではないか。  

○ 現在の承認要件には、備えるべき構造設備、紹介率等が定められているが、どのような方法で地域の医療機関  
連携の方法等も審査できるようにすべきではないか。  と連携を図っていくかという視点から、   
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医療提供体制に関する意見（抄）（地域医療支援病院関係）  

平成17年12月8日  

社会保障審議会医療部会  

4．医療機能の分化連携の推進  

4－4 医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し  

（1）地域医療支援病院  

○ 地域医療支援病院の管理者の義務として、「地域において在宅医療等を提供する他の医療機関等を支援」する機   

能を発揮すべきことを医療法に規定する。  

○ 地域医療支援病院の開設者から毎年提出される業務報告について、都道府県知事が公表する仕組みを新設する。   

地域医療支援病院の承認後に承認要件を満たさなくなった場合等において、改善を指導してもなお要件を満たさ   

ない場合には法に従い承認の取消しを行う等、各都道府県において、制度の趣旨に沿っ た運用が行われるよう促す。  

○ 医療連携体制の構築との関係や地域医療支援病院に本来求められる機能や承認要件のあり方等、地域医療支援病   

院制度全般にわたる検討課題について、医療施設体系のあり方に関する検討会を開催して検討を進める。  
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平成18年医療制度改革における地域医療支援病院に係る改正内容  

1 医療法改正関係   

＜地域医療支援病院の管理者の義務の見直し＞   

○ 制度創設時に地域医療支援病院の機能中一つとして想定していた「在宅医療の支援」という機能を具体化し、   

地域において在宅医療を推進していく観点から、地域医療支援病院の管理者の義務として、新たに「医療提供施   

設、訪問看護事業者等の在宅医療の提供者間の連携の緊密化のための支援、患者又は地域の医療提供施設に対す  

る在宅医療の提供者に関する情報提供等、在宅医療の提供の推進に関し必要な支援を行う」ことを位置付けた。   

〔平成19年4月1日より施行〕  

＜都道府県知事による業務報告の公表の制度化＞  

○ 地域医療支援病院の承認要件が適切に遵守されているか否かについて住民からのチェック機能が適切に働く   

ような仕組みとする観点から、地域医療支援病院から毎年10月に提出される業務報告について、都道府県知事   

が公表を行う仕組みを設けた。〔平成19年4月1日より施行〕  

2 平成18年度診療報酬改定関係   

○ 紹介率を要件とする入院基本料等加算の廃止に伴い、「地域医療支援病院入院診療加算2」の廃止を行った。  

○ 紹介患者に対する医療提供、24時間救急医療の提供等、地域医療支援病院の機能を評価する「地域医療支援   

病院入院診療加算1」の引き上げ（490点→1000点）を行った。  
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医療提供体制に関する意見（抄）（医療連携体制関係）   

平成17年12月8日  

社会保障審議会医療部会  

4．医療機能の分化連携の推進  

4－1医療計画制度の見直し  

○ 住民・患者が安心して■日常生活を過ごすために必要な患者本位の医療サービスの基盤づくりを目指した医療計画制   

度の見直しを衝う。その際の考え方としては、自分が住んでいる地域の医療機関で現在どのような診療が行われてお   

り、自分が病気になったときにどのような治療が受けられ、そして、どのように日常生活に復帰できるのか、また、   

地域の保健医療提供体制の現在の姿はどうなっており、将来の姿はどう変わるのか、変わるために具体的にどのよう   

な改善策が必要かということを、都道府県が作成する医療計画において、住民・患者の視点に立って分かりやすく示   

すことを原則とした見直しとする。  

○ 医療計画の記載事項に、主要な事業（がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策、小児救急を含む小   

児医療対策、周産期医療対策、救急医療対策、災害医療対策及びへき地医療対策をいう。‾）に係る医療連携体制を追   

加する。  

○ 見直し後の新しい医療計画制度によって、地域の医療機能の適切な分化■連携を進め、急性期から回復期、慢性期   

を経て在宅療養への切れ目のない医療の流れを作り、患者が早く自宅に戻れるようにすることで、患者の生活の質（Q   

OL）を高め、また、必要かつ十分な医療を受けつつトータルな治療期間（在院日数を含む。）が短くなる仕組みを   

つくる。  
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具体的内容  ～ 以下の医療計画に関する基本的枠組みを  
医療法に規定 ～  

医療機能の分化・連携の推進に  

よる切れ目のない医療の提供  

○ 都道府県が作成する医療計画の見直しに   

より、脳卒中、がん、小児救急医療など事   

業別に、地域の医療連携体制を構築する。  

○ 地域の医療連携体制内においては、地域   
連携クリテイカルパスの普及等を通じて、   

切れ目のない医療を提供する。  

☆ 国の基本方針（新たに法律に規定）によるビジョンの提示  

☆ 事業別に、分かりやすい指標と数値目標でもって住民一   
患者に明示し、事後評価できる仕組みにする。  

※数値目標の例：  

疾病別の年間総入院期間の短縮、  
在宅看取り率の向上、  
地域連携クリテイカルパスの普及など  

☆ 事業ごとに医療連携体制を具体的に医療計画に位置付   
け、住民・患者に医療機関や連携の状況を明示する。  

☆ 医療機能調査の上、住民、医療関係者、介護サービス事   
業者等と協議して医療連携体制を構築。   
（病院・診療所の開設者及び管理者に医療機能調査や医療  

連携体制の構築に関する協議などへの協力の努力義務規定を創設）  転院・退院後も考慮した適切な医療提供  
の確保  
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階層型構造の医療提供体制から住民・患者の視点に立った医療連携体制への転換  

〔これまでの医療計画の考え方〕［□  〔新しい医療計画の考え方（イメージ）〕  

“現在の医療計画制度の問題点”  
t  

l  

l （1）患者の実際の受療行動に着目するのではなく、医療：   
提供サイドの視点で構想。  

l  

（2）地域の疾病動向を勘案しない量的な視点を中心に構想。  
l  

（3）地域の医療機関が担える機能に関係なく、結果として大病院を；  
l  

《新たな医療計画制度での医療連携体制の考え方》   

（1）患者を中心にした医療連携体制を構想。   

（2）主要な事業ごとに柔軟な医療連携体制を構想。   

（3）病院の規模でなく医療機能を重視した医療連携体制  

を構想o  
lt   ＝－－＝……－－一－－ 



地域の医療連携体制のイメージ  

「「石＝席亭地l色目目⊂b女土井1I「石≡l忘lナ1＼J二 「十」木十謙亡コ京土井り匠一症＝ ＜ l匹プ京′ほ針葉山し巾口土し∠ゝプ方ミ」／J「二」l⊥L当⊥ラんフt小口土し∠ゝプ京」 7＼   
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脳卒中の場合の医嘩連携体制のイメージ  

【 回復期・亜急性期 】  【急 性 期】  

※ 急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け  
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を  
担う医師をイメージしている0  
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室ヨ  

全国で行われている医療連携の事例（平成17年1。月時点のとりまとめ）  

① 診療所が中心となった医療連携を構築している事例  

② 病院が中心になって医療連携を構築している事例  

③ 病院・診療所・介護施設等の連携  

④ 在宅医療を支える医療連携の事例  

⑤ その他のシステム（計画中のものも含む）  

⑥ その他（既に地域連携クリテイカルパスを導入している事例等）  

（注）資料は、直接若しくはインターネット・雑誌等の情報をもとに、事   

務局がとりまとめた暫定的なものであり、今後更に精査する予定 1   
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① 診療所が中心となった医療連携を構築している事例  

の受胎  

草地域医療連携システム（宮城県）  

関連二古川市立病院  

紹介元匠脚  
（かかリコけ匡）  
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⑥古川市立病院来院  

診原価報提供を診療  

予約票・保険証¶検査結  

果・X繰ファイル・市立  

病院診察農（持っている  

方】等を持参  

わ病診連携Wの会  （神奈川区他）  

来
院
の
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関連：済生会神奈川県病院  

WAKATE→DoubleDoctor 病床確保  ㊦ご返事  

に返事のはがき、  
又は診療情報提供琶）  

わ名古屋市医師会病院連携システム  

関連：名古屋第二赤十字病院  

わオープンシステム（山口県）  

関連：徳山医師会病院  

自ら主治医・24時間入院体制  

③語療予約設定  

他多数  

FAX：位29－2ヰー38拡  

【出典】古川市立病院ホームページ他  
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推しくは4面告こ短くた削I  

－－－－－－1・－・一・・一1一▲ 一…・－一一－－－－－・－一 「偶診連嬢」に対応している病競－－一冊－－－＋－－－－一  

鴨居柄／C型肝炎／気管支喘息／虚血悟沌牒ほい心市制髄／騒椎謹．／殴新通馴即壬成／櫻性肝不全／軋掛川…巧r・  

【－しいお問い合わせ先  

静岡市立静岡病院 静岡市医師会  
TEL．054・253－3125  TELO54・245・6136  



寸  

始まっています，市立静岡病院と静岡市医師会の  
病診連携【イーツーネット順神州】。  

まずは、ここから。  イープーネット  
軋人・k■ソコナ山河繍州；れこよ  
‾トl叫（♪ノIIJ．＝－・lJ■．■－■「．●1  

．こ／■1．．山二仲村もいLJ、  徐々に、そのネットワー  窮
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患甘歩き始めたばかりの病態遡航【イーツーネット喪抽出】．  

膵同市ではその家鴨歩として、より連携が求めちれでいる以下の掃荒からネットワーク化を始めました  
細岡市立押倒岳浣でも．紳輔市医師垂の中でも今のところ対応しTい朋射酎郎相磯ら九てい訂すが  

これからその軽をさ引こ広けていくつもりで句二．ご朋蒔くだ葛し、 
減資烏．偶通運恍トトつ・、・如卜以たい・】にせ加してい引例甘打勝師金時婚牒リスト刷姉鹿ご周避思し獣す：  

鹿㈲鵬¢  長‥捕院ご：  く纏ホーム酔歯  
く恒如－ム酔晶  

内分苗代誹再  
・敗宮入院  
・治貯方針の決定  
・金額相軌恕鯖扱竺  
・合併症の綿密榛童   

消化群稗  

・11拍腰乱肝生根  

・両級持新  
インターフェロン治療  

・入掟岩億  

・定凋静粁  

■地境検査  

・生温摘坊  
・朋弘治賠  

・定掴拾欝  

・血沌捜査  

・逓難治亜  
・壮部エコー  

l  

臆㈲病院く〉  く錘帥購タ一曲  ＜紳輔凋  ＋
一
■
、
・
 
 
 

呼吸辞内科  

・相野桟宜  
・治領方針の決定  

・喘息紋室  
・発†乍時の入院抽憎  

・堀入、調薬相調  

循頓蓄牌  
・醸患路盤磋対応  
・心捉シンチ  

・・通力テーテル  

胤帥油蝉く「TCA：I  

・定期陸路  
・慮嬰．、畷：入治痩  
・生三討紺  

・レントゲン捜荘  

・定潤滑凝  
・レントゲン捜査  

りL畷回りむエコー  

・棺酔生活眼碍  

晶㈲病焼漂〉  く纏ホ棚一遍  紳淳一ム酔歯  

神捜内科  
・常軌暗昼夜対佑  
・精密椴悪  
・治療方針の決定  
－リハビリテーション   

t腔窮隙欝  

■摘範請領  
・生活頗渇  

・Jnl東棟立  

紳ホ朝一盛  紳両叩夕凋  鹿【稀燭続く：ゝ腰  
・  

肯騒内科  

・市密捜査  
・滝摂方針の決定  

・食事指導  

■議新調入  

外国  
・芋礪  

凋憧憮屈  
一放射凋油備  
4坑巧刑治筋力串入  

・鑑頗遥環  

・血莱城宜  
・レントゲ：ベLコ一線遥  

・抗位利治諸   

・定配諺蘇  
・別主宵治原  
・生活指導  
▲血掛検証  




